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は じ め に 

 

 紫波町中央部平坦地域の古館地区では、令和２年度から古館農業体験農園を設置してい

ます。 

古館産直センターでは、組合員の高齢化により、近年販売額が減少してきており、いか

にして出荷量を確保していくかが課題となっていました。 

一方、古館ニュータウンができた頃に移住してきた住民は、定年退職を迎える時期を迎

え、毎年多くの定年退職者が発生し、今後とも退職者の増加が見込まれています。 

定年退職者の中には、余暇を活用して、家族への安全安心な野菜を食べさせたいという

ニーズもあります。また子育て世代では、親子で野菜作りを体験してみたいというニーズ

もあります。 

このため、古館産直センターで「古館農業体験農園」を設置し、野菜作りを通じた定年

退職者の生きがい対策や食育活動に貢献するとともに、将来的には、産直への出荷者の確

保につなげることを目指しています。 

紫波町の農業の担い手は、高齢化の進行と農業後継者の不足により、今後、急激に減少

していくと見込まれます。離農する農家の増加にともない、今後、多量の農地が利用され

なくなることが懸念されています。 

 農業体験農園は、面積的には小さいものの、農業者が高齢化して利用されなくなった農

地を有効活用する方法だと考えられます。また消費者と農業をつなぐ有効な手段と考えら

れます。 

 古館産直組合が始めた古館農業体験農園は、町内で初めて取り組まれている事例ですの

で、まずは、皆さんに農業体験農園とは、どんなものかを知っていただきたいと思いま

す。 

 古館農業体験農園の取組は、いまだ試行的な段階ですが、今年度、実施してみて、多く

の可能性があることが分かりました。今後、紫波町内で農業体験農園の取組が広がること

を期待しています。 
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1 農業体験農園シンポジウムの開催内容 

 
〇目 的 

令和 2 年度から町内で初めて古館農業体験農園が設置されています。本農園は、当初、
組合員の高齢化により販売額が減少している古館産直組合の販売額を増やすことを目的
に始めました。 
実際、農園を設置したところ町内外のシニアの方、子育て世代の方、医療関係者の方々

等いろんな皆さんに参加していただき、農業体験農園には野菜生産にとどまらない多面
的な機能があることが分かりました。 
そこで、町内に農業体験農園の取組を増やすために、古館農業体験農園の活動状況を紹

介するとともに、農園にかかわった方々の意見と会場の皆さんの意見を聞きながら、今後
の農業体験農園のあり方について議論を深めます。 

 
〇開催日時 令和２年 11月 15 日（日）13：30～15：30 
 
〇開催場所 紫波町情報交流館 オガール 2 階 大スタジオ  

住所：岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目 3番地 3 
電話番号：019-672-2918 

〇開催内容と日程 
   内        容 時  間 報 告 者 等 
1.開 会 13:30 全体進行 農政課長 浦田文伸 
2.主催者あいさつ 13:30～13:35 紫波町産業部長 阿部薫之 
3.話題提供  座長 小川勝弘 

①紫波町の農業体験農園の取組 13:35～13:50 農村政策フェロー 小川勝弘 
②古館農業体験農園の設置状況 13:50～14:00 古館農業体験農園 代表 及川和男 
③産直組合と農業体験農園 14:00～14:10 古館産直組合 組合長 畠山秀兒 
④農業体験農園と医療介護の連携 14:10～14:20 みんなの健康らぼ 杉山賢明 
⑤農業体験農園に参加して 14:20～14:30 盛岡市 高杉奈緒 

4.休憩 14:30～14:40  
5.意見交換 14:40～15:30 座長 小川勝弘 
6.閉会 15:30  

〇参集範囲 
農業体験農園に興味がある消費者、農業体験農園に関心のある認定農業者、町内産直組合 
みんなの健康ラボ、医療・福祉・介護関係者等  
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２ 話題提供 

（１）「紫波町の農業体験農園の取組」 

      紫波町産業部 産業政策監 農村政策フェロー 小川勝弘 
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（２）「古館農業体験農園の設置状況」 

      古館農業体験農園代表、美味野菜栽培士 及川和男 

 

 
 

 



- 13 - 
 

 

 
 
 

  



- 14 - 
 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 
 

 

 

 

 

  



- 16 - 
 

 

 

 

  



- 17 - 
 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 
 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 
 

 

 

 

 

  



- 21 - 
 

（３）「産直組合と農業体験農園」 

    古館農業体験農園副代表、古館産直組合組合長  畠山秀兒 

 

～リタイア新規個人就農者から～ 

 

はじめに 

私は、３０歳までは、コンピュータソフト会社でプログラマ、その後、教職で

主として中学校技術・家庭科を担当、そして６０歳の定年後は、リタイアし新規

個人就農者として、最初は、ラ・フランスの栽培、その後、本産直に加入して 5

年になります。 

なお、６０歳を過ぎてからの就農者ということで、国や県の法令やＪＡでいう

「新規就農者」には該当しません。ビニールハウスの融資をＪＡに打診したり、

中古のハウスの補助を検討したりした時も、年齢制限に引っかかり、受けられま

せんでした。 

 

 なぜ農業に関心を持ったのか 

私が農業を志したのは、まだ４０代教職に就いていたときです。 

レイチェル・カーソンの「沈黙の春」、有吉佐和子の「複合汚染」などの啓

蒙書はあったものの、昭和のまっただ中、今ほど環境汚染や薬害に等について

法令等が徹底されない時代であり、わが子にまともな食品を食べさせたいと願

った頃です。 

もっとも令和の現代、それが改善されたのかと言われれば、市販の加工食品

や外国産牛肉などを日常的に利用している状況では、かえって問題は、増えて

いるし、むしろ摂取量も多くなっているともいえます。 

安価だということでファミレス、コンビニ、そしてスーパーの冷凍でも多く

使われる中国産野菜の問題もかえって問題を複雑にしています。 

引きこもりの原因にも食品添加物の大量の摂取が影響しているのではないか

と疑う研究者もいます。 

 

リタイア後の目標 

私の４０代の夢は、妻の「家の前の草取りもしない人に農業は無理。」という

一言で、太陽に照らされた朝露の如く雲散霧消してしまいました。 

しかし、３０年間の教員生活をリタイアして、目指すものは、決まっていまし
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た。但し、対象は孫です。 

また、還暦を迎え、今までとは、全く違うことをやりたいとも願っていました。 

しかしながら、やるからにはある程度の品質を狙いたいということもあり、

岩手県立農業大学校が開いている「いわて農業入門塾」にも通いました。 

しかし、日常的な農業者との交流をめざし、古館産直組合の門をたたいたわ

けです。 

産直といっても、最近は仕入れて売るというスーパーと変わらぬような産直

もあるので、それは選択肢から外しました。 

 

産直への思いと現実 

期待は、かなえられ、また裏切られたとも言えます。教わることは多くあ

り、農業者である組合員との交流はたいへん良かった。 

同時に、産直は出来たときとは環境が変わり、経営的に大きな問題を抱えて

いました。高齢化は当たり前のことですからやむを得ません。問題は後継者不

足、いや後継者がいないのです。 

農業だけでは食べていけない、となればやむを得ません。そして、高齢化に

よる組合員の減少、年齢から無理がきかなくなり出荷量が減少し、販売委託の

手数料の減少で産直の運営が難しくなってきていた、という訳です。 

「年齢から体力的に無理がきかない。」と、私が組合員になって２年目に理

事、４年目に組合長に祭り上げられたのには、こういう事情がありました。 

 

最初の取り組み 

一年目に取り組んだのは、出荷者すなわち組合員をどうやって増やすかとい

うことです。売るものがなければ、産直は成り立ちません。しかし、スーパー

のように仕入れて販売するのなら、産直の意味は疑問です。 

また、新規の組合員といっても果たして信頼に足る人間なのかという問題も

あります。地域協力隊といったメンバーなかにも、これで地域の人々と交流し

ていけるのだろうか、と感じさせられた経験もあります。 

そこで、紫波町産直連絡協議会の高橋事務局長に相談しにあがりました。そ

のとき、同じような状況を把握していた町産業部、農政課の方々とも相談する

ことができました。 

この時、提案を受けたのが、古館地区は紫波町のなかでも人口が多い、また

リタイアした方々もいる。古館公民館で野菜栽培講座を開いたら８０名近くの

参加者がいた。この家庭菜園の延長上として販売に参画してもらうのはどう

か、というものでした。 
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例えば、市民農園あるいは「農業体験農園」というべきもの聞き、彼らに

「産直サポーター」として野菜供給を支援してもらったら、という訳です。 

そこで、昨年度から北上川河川敷の遊休農地を利用させてもらい、試行を始

めました。 

 

改革の難しさ 

二年目となる今年は、産直としてはレジ要員の削減、定休日等サポーター制

度が軌道に乗るまでの暫定的な改革も始めました。 

ところが、取り組みが進行するにつれ、大きな誤解があったことに気がつき

ました。私が組合長に推されたのは、産直を立て直すため、フリーハンドをあ

たえられたのではなかった、ということです。 

今、在籍する産直を立ち上げた時以来の組合員の構成を大きく変えること、

すなわち新規参入者を増やすことにあまり乗り気ではなかった。端的に言え

ば、素人の支援を受けてまで産直を続けていくことへ抵抗、プロ農業者として

のプライドの存在です。 

ただ、これがあるから今まで産直を続けられてきたわけです。それに、農村

地域での女性の社会参画活動のさきがけでもありました。 

「最初は、１０年くらい続けられればいい、と思っていたが２６年もがんば

った。」「静かに終焉を迎えさせたい。」ちょっと表現は違うかもしれません

が、こんな気持ちのようなのです。 

現在、古館産直組合は、表面的にはこれからも続けたい、やめたいという組

合員は拮抗していますが、現実の産直への野菜供給の状況からみれば本音は決

まっているように思われます。 

 

目指す産直のありかた 

組合員の気持ちは分からないわけではありません。しかし、産直の意義は、

食料の自給、安心安全な作物の供給、地産地消即ち地域にお金を回すだけでは

なく、高齢者の生きがいといったように多様です。 

自給には、自分達に殆ど関わり合いのない為替変動とか、輸出国の都合で大

きく価格が変動することから、生産の安定という意味もあります。 

最近では、バイオエタノールという問題で、輸入飼料の価格が高騰し、国内

の畜産や酪農経営に大きな影響を与えました。 

野菜といったものまで輸入している国々の市民生活は、このように日常的に

いつでも不安定さを伴っています。 



- 24 - 
 

また、アメリカ産の成長ホルモンを投与して成長を早めた肉牛の安全性等、

これらに関わる巨大企業、組織は国家をも動かす力を持ち、一般消費者の声な

どごまめの歯ぎしり程度にしか捉えていないように思えます。 

しかし、まだ産直ならば生産者と消費者が食料について対話も可能ではない

か。消費者が「生産者としての立場を直接的に体験できる農業体験農園」なら

ば、なおさらです。（ここでいう「農業体験農園」とは、最近行われるように

なってきた営利を主たるねらいとする「農業体験農園」とは、多少ニュアンス

が異なります。） 

そして、一旦立ち上げたならば、利用者もあり、単に自己都合だけではやめ

られない社会的存在でもあることは忘れてはなりません。例えば、本産直利用

者にはス－パーの次々と変わる支払方式についていけない高齢者もいます。 

 

これからの展望 

任せられた以上、なんとか本産直を維持していきたい。 

ただし、産直自身も変わらなければ生き残りは難しい。よって、続けたいと

いう意思のある組合員の総意を大事にしながらも、産直サポーターの土台とな

る農業体験農園、その発展上にある産直直営農場による計画的な安定した野菜

の供給、更には新規就農者との連携は必須と考えています。 

古館産直の発展を摸索しつつ、「産直の抱える現状と課題」の発表を終わり

ます。 
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（４）「農業体験農園と医療介護の連携」 

      一般社団法人みんなの健康らぼ、医師  杉山賢明 
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（５）「古館農業体験農園に参加して」 

      盛岡市 高杉奈緒 
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3 意見交換の主な内容 

●職業人生を引退したので農業をやってみたいと思い野菜を作ってみたかった。 

指導を受けてうまく作れたのもあったが、収穫時期がよくわからなかった。 

引退するとコミュニケーションが無くなる。コミュニケーションのための交流会があれ

ばいい。情報提供にＳＮＳも使うべき。 

●いままで野菜を作ってみたがうまくいかなかった。ラジオを聴いて盛岡市から参加した。

今年は、指導をうけてうまく作れた。キャベツでは美味しいものがあった。 

芋煮会に夫婦で参加したが楽しかった。芋煮会参加後、夫が畑に来るようになり、自分で

大根を抜くように変化した。 

●公民館で古館農業体験農園のチラシを見て盛岡から参加した。 

人は齢を取ると土に帰る、野菜は自分で育つということを感じた。個々の野菜の収穫期を

知りたい。 

●めずらしい野菜を作ったが収穫時期と食べ方が分からない。 

  回答：種類別に収穫期や食べ方の資料を作って掲示板に入れておく。 

クックパットで検索すれば情報収集できる。 

●市民農園と農業体験農園の違いが分かった。スマート自治体、農園の先駆け、リタイアの

シニアが出てくればいい。地域コミュニティーの形成に役立つ。 

●赤石地区には、若い人がたくさん移住してきている。空いた畑に野菜を作って子供たちに

収穫させている。子供達とお母さんが野菜を作ることはいいことだ。 

●農業後継者がいないので遊休農地対策としての可能性はある。ただ、認定農業者は忙しい

ので時間をさけるかが課題。 

近所では、リタイアしたシニアが孫と野菜を作っている。 

廃棄する野菜も多いはず。自家消費のみでは余る。 
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あ わ り に 

 

古館農業体験農園は、当初組合員が高齢化し出荷量と販売額が減少している古館産直組

合の販売額を維持拡大するために、古館産直サポート農園として発案されたものです。 

農園の募集時には、農業体験農園という仕組みが理解されていないために参加者の確保

に苦労しましたが、掘り起こしに努めた結果、紫波町にとどまらず盛岡市からの参加者も

ありました。 

また、医療関係者などの多様な方々の参加があったことから、農業体験農園は、野菜生

産にとどまらない多面的な機能を果たすことも認められました。 

古館農業体験農園は、今年が設置初年度で、試行錯誤的な部分もありますので、今年の

反省を踏まえ、より効率的な運営が出来る仕組みを作っていくことが期待されます。 

古館農業体験農園の具体的な活動経過や得られた成果と紫波町の農業体験農園の参加者

として見込まれる盛岡市市民の農業体験農園に対する意向について、産業政策監調査研究

報告第４号「古館農業体験農園の取組状況と盛岡市市民の農業体験農園の意向」として取

りまとめています。 

本報告書と第４号を合わせてご覧いただき、農業体験農園への理解や実際に農業体験農

園の設置運営に役立てていただければ幸いです。 

今後、消費者と生産者が共にコミュニティーを作っていく農業体験農園の取組が広く町

内でも広がることを期待します。 
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